
令和６年度の活動報告について

資料３

加賀市健康福祉審議会



１ 「地域見守り支えあいネットワーク」の充実と促進

(1) 地域見守り支え合いネットワークについて

平常時の見守りや災害時に支援が必要な要支援者を、
あらかじめ「避難行動要支援者名簿」に登録し、民生委
員や区長をはじめとする地域の支援者が情報共有するこ
とで見守りの体制を構築するもので、名簿登録にあたり、
民生委員児童委員等の日々の活動の中で登録勧奨を行う
など、要支援者の登録を進めている。
毎年３００名程度が新たに登録されているが、死亡や

長期の施設入所等により登録削除となる対象者も多い状
況にある。

１

令和6年度（計画目標） 令和6年度（実績）
（R7.1月末）

達成率

名簿登録者数 2,800 人 2,462 人 88.0 ％



１ 「地域見守り支えあいネットワーク」の充実と促進

２

(2)「避難行動要支援者名簿」の提供（共有）状況

《令和６年度》

•民生委員児童委員・・・２００人（主任児童委員を除く）

•区長（町内会）・・・２７１町（前年比：±０町）

•加賀市社会福祉協議会

•地区社会福祉協議会・・１２地区（１７地区中）

•消防、大聖寺警察署

※名簿は年１回、更新を行っている。

令和6年度（計画目標） 令和6年度（実績）
（R7.1月末）

達成率

避難行動要支援者名簿の配布数
（町内会との協定締結件数） 282 町（全町） 271 町 96.1 ％



１ 「地域見守り支えあいネットワーク」の充実と促進

(3)「安心カード」

地域見守り支えあい制度に登録された方へ配布している
「安心カード」には、避難行動要支援者名簿の情報のほか、
緊急連絡先や健康状況などが記載され、見守り活動や災害
時にも活用されます。

→加賀市においては「安心カード」を個別避難

計画として位置付けていたが、新たに個別避

難計画の様式を定め、令和７年度より作成着

手予定。
３

令和３年に災害対策基本法が一部改正され、避難
行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点か
ら、個別避難計画の作成を努力義務化



２ 地域における生活支援体制の促進

(1) 福祉協力員の状況

福祉協力員とは、区長並びに民生委員の推薦により、市
社会福祉協議会並びに地区社会福祉協議会が委嘱する地域
のボランティア。

・任期 ２年(再任は妨げない)

・資格 各種資格は必要なし

・人数 制限なし(各町１名以上の設置をお願いしている)

※社会福祉行議会では、平成３０年度では３５９人の福祉協力員を委嘱。

福祉協力員からの協力体制を維持するため、令和６年度目標は、現状維持。

４

令和6年度（計画目標） 令和6年度（実績）
（R7.1月末）

達成率

福祉協力員の人数 359 人 387 人 100 ％



２ 地域における生活支援体制の促進

(2) 見守り座談会の開催

避難行動要支援者名簿が地域で有効活用できるよう、市
社協と共催し、各地区で「見守り座談会」を開催。
名簿による要支援者の把握や情報共有をすることによ

り、地区社協、区長、民生委員の連携による地域での見
守り体制の構築が進められている。

・令和６年度開催状況（Ｒ７.１月末現在）

２６回 参加者数 延べ７６３名

５

令和6年度（計画目標） 令和6年度（実績） 達成率

見守り座談会の開催回数 41 回 26 回 63.4 ％



事業内容 内容 R4実績 R5実績 R6実績
（R6.12現在）

１ 自立相談支援
事業

就労その他の自立に関する相談支援、自立生
活のための支援プラン作成を行う。

相談件数
127 件中

プラン作成
27 件

相談件数
280 件中

プラン作成
18 件

相談件数
189 件中

プラン作成
27 件

２ 住居確保給付
金

離職により住宅を失った又はそのおそれが高
い生活困窮者であって、所得等が一定水準以
下の者に対して、住居確保給付金を支給する。

7 件 7 件 7 件

３ 就労準備事業 一般就労に従事する準備としての基礎能力
の形成を、計画的かつ一貫して支援する事業。
生活リズムを整えるための生活訓練、模擬面
接、集団活動など社会訓練、技法や知識の取
得等技能習得訓練を行う。

1 件 4 件 2 件

４ 一時生活支援
事業

住居のない生活困窮者に対して一定期間宿
泊場所や衣食の提供等を行う。

未実施 未実施 未実施

５ 家計改善相談
支援事業

家計に関する相談、家計管理に関する指導、
貸付のあっせん等を行う。

5 件 2 件 17 件

６ こども学習・
生活支援事業

生活保護世帯等の子ども及びその保護者に
対しては、日常的な生活習慣の獲得、子ども
の進学、高校進学者の中退防止等に 関する
支援を総合的に行う。

14 件 26 件 18 件

※生活困窮者自立支援法（H27.4.1施行）
生活保護受給者や生活困窮に至るリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援策の強化を

図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにすることが必要であり、生活
保護制度の見直しと生活困窮者対策の一体実施が不可欠

３ 生活困窮者支援体制の整備

６



生活困窮自立支援制度の概要

厚生労働省ホームページより

参考

７



社会福祉協議会が設置している市委託の「かが成年後見センター

ほっこり」には、成年後見や権利擁護等に関する様々な相談が寄せら

れており、必要に応じ成年後見の申し立てや受託を行っている。

４ 成年後見制度の利用促進

８

かが成年後見センターほっこり実績 R4実績 R5実績 R6実績
（R6.12現在）

成年後見・権利擁護等に関する相談
（延べ件数）

2,631 件 2,632 件 1,744 件

かが成年後見センターが
申し立てを支援した件数

3 件 3 件 2 件

かが成年後見センター受任している
法人後見件数

3 件 0 件 0 件

相談支援課 実績 R4実績 R5実績 R6実績
（R6.12現在）

成年後見市長申立て 要請受付件数 14 件 11 件 6 件



市町
法定後見

任意後見
後見 保佐 補助

加賀市 158 件 39 件 8 件 1 件

金沢市 1,109 件 323 件 100 件 19 件

白山市 87 件 26 件 16 件 1 件

野々市市 97 件 33 件 10 件 2 件

小松市 161 件 29 件 8 件 1 件

能美市 54 件 11 件 1 件 0 件

七尾市 121 件 31 件 8 件 1 件

成年後見制度利用者数 他市との比較（令和6年8月1日） 参考

出典：金沢家庭裁判所
９



〇総合相談 ： 行政相談員・人権擁護委員・民生委員3名で月2回実施。

〇法律相談 ： 弁護士による相談。毎週水曜日実施。

主な相談は、離婚や相続等の家族関係や破産手続き等財産取引に関することが多い。

〇司法書士相談 ： 司法書士による相談。月2回実施。

主な相談は、債務整理や遺産分割等に関することが多い。

〇消費生活相談 ： 消費生活相談員による消費トラブル解決のため相談。

主な相談は、化粧品や健康食品の定期購入解約に関することが多い。

〇DV相談 ： 配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力に

ついての相談です。

５ 総合相談等の困りごと相談の充実

１０

R4実績 R5実績 R6実績
（R6.12現在）

総合相談（延べ件数） 14 件 24 件 12 件

法律相談（延べ件数） 188 件 225 件 184 件

司法書士相談（延べ件数） 73 件 57 件 55 件

消費生活相談（実件数） 208 件 197 件 158 件

DV相談（実件数） 7 件 14 件 6 件



●第１回（令和６年６月１１日開催）

内容 ・ 健康福祉審議会及び各分科会について

・ 各分科会に属すべき健康福祉審議会委員について

・ 各分科会委員の推薦について

・ 諮問事項について

・ 令和６年度健康福祉審議会及び各分科会の主な施策について

●第２回（令和６年１１月２９日開催）

内容 ・ 統計データから見る加賀市の状況について

・ 地域福祉に係る市民アンケート調査結果（概要）について

・ 地域福祉計画の施策体系について

・ その他（地域共生社会推進全国サミットについて）

●第３回（令和７年１月２８日開催）

内容 ・ 第５期加賀市地域福祉計画（素案）について

・ 自殺対策基本計画（素案）について

●第４回（令和７年３月５日開催）

内容 ・ 第５期加賀市地域福祉計画（最終案）について

・ 健康福祉審議会における令和６年度の活動報告について

・ 各分科会における令和６年度の活動報告について １１

６ 健康福祉審議会の開催


